
仕 様 書 等 に 関 す る 質 問 及 び 回 答

入札番号 ガス－１ 設 置 場 所
和歌山市役所本庁舎及び東庁舎で使用するガスの調
達

担 当 （ 回 答 ） 課 管財課（Ｎｏ．１～１０、１２～１９）、調達課（Ｎｏ．１１）

№ 質 問 事 項 回 答 事 項

１

都市ガス供給仕様書４．ガス使用量等、契約
書（使用ガス量の増減）第６条に関しまし
て、弊社が落札させていただいた場合は、契
約年間最高使用量（契約年間使用量に１．３
を乗じてえた数量とし、十の位以下は切り上
げ）の定めがございます。ご使用量の実績が
契約年間最高使用量を超過した場合は精算金
が発生いたします。ご了承いただけますで
しょうか。また、弊社が落札させていただい
た場合、ご契約書に仕様書を合綴する場合
は、仕様書に追記いただけますでしょうか。

契約書（案）第２０条のとおりです。
仕様書の記載の変更は、受注者決定後に協
議とします。

４

都市ガス供給仕様書７．原料費料金単価の調
整　に関しまして、弊社は単価に対して原料
費調整を行うのではなく、財務省貿易統計で
公表された価格を用いて、原料費料金単価を
算出しております。ご了承いただけますで
しょうか。（２ケ月の平均価格を算出し、１
か月間をあけて、２ケ月間適用）

了承します。

２

都市ガス供給仕様書４．ガス使用量等（３）
に関しまして、予定年間引取量に関しまし
て、弊社の供給条件及び料金表では「契約年
間使用量に０．７を乗じてえた数量とし、十
の位以下は切り捨て」と定めております。そ
のため仕様書に記載の数字とは異なります。
ご了承いただけますでしょうか。また、弊社
が落札させていただいた場合、ご契約書に仕
様書を合綴する場合は、仕様書の記載をご変
更いただけますでしょうか。

了承します。
仕様書の記載の変更は、受注者決定後に協
議とします。

３

都市ガス供給仕様書４．ガス使用量等（５）
に関しまして、弊社供給条件及び料金表で
は、「契約最大需要期使用量」の定めがござ
いません。ご了承いただけますでしょうか。
また、弊社が落札させていただいた場合、ご
契約書に仕様書を合綴する場合は、仕様書の
記載を削除いただけますでしょうか。

了承します。
仕様書の記載の変更は、受注者決定後に協
議とします。

５

契約書（計量及び検査）第１０条に関しまし
て、「甲の指定する職員の検査を受けなけれ
ばならない」と記載がございますが、弊社を
含むガス小売事業者は検査のために何か行う
必要はございますでしょうか。

原則、検針票の提出をもって検査完了とし
ます。



変更できません。
契約書（案）第１２条のとおりです。

変更できません。
契約書（案）第１２条のとおりです。

変更できません。
契約書（案）第１２条のとおりです。

料金表の内容が不明なため、受注者決定後
に協議することとします。
契約書の変更はできません。

落札後の契約手続きについては、契約書では
なく弊社所定の「通知書」による取り扱いは
可能でしょうか。

１２ 契約書での取り扱いになります。

契約書（料金の支払）第１２条に関しまし
て、「適法な支払請求書を受理した日から３
０日以内に支払わなければならない」と記載
がございますが、弊社供給条件及び料金表で
は「支払い義務発生日の翌日から起算して３
０日以内」と定めております。ご了承いただ
けますでしょうか。また、弊社が落札させて
いただいた場合、ご契約書の記載をご変更い
ただけますでしょうか。

８

契約書（料金の支払）第１２条第２項に関し
まして、「当該遅延に係る支払期限の翌日に
おける政府契約の支払遅延防止等に関する法
律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決
定する率を乗じて計算した額の遅延損害金の
支払を甲に請求することができる」と記載が
ございますが、延滞利息については、弊社供
給条件及び料金表では、「その算定の対象と
なる料金から、消費税等相当額を差し引いた
金額に年１０パーセントの割合を乗じて算定
してえた金額」と定めております。ご了承い
ただけますでしょうか。また、弊社が落札さ
せていただいた場合、ご契約書の記載をご変
更いただけますでしょうか。

９

契約書（料金の支払）第１２条第２項に関し
まして、「（その額が１００円未満であると
き、又はその額に１００円未満の端数がある
ときは、その金額又はその端数金額を切り捨
てる。）」と記載がございますが、弊社供給
条件及び料金表では、１００円未満の金額に
ついてもお支払いただくことと定めておりま
す。ご了承いただけますでしょうか。また、
弊社が落札させていただいた場合、ご契約書
の記載をご変更いただけますでしょうか。

１０

契約書（疑義等の決定）第２０条に関しまし
て、「この契約に定めのない事項又は疑義の
生じた事項については、乙の定める供給条件
によるもの」と記載がございますが、弊社が
落札させていただいた場合、ご契約書に定め
のない事項については、弊社供給条件及び料
金表による取り扱いとなります。ご了承いた
だけますでしょうか。また、弊社が落札させ
ていただいた場合、ご契約書の記載をご変更
いただけますでしょうか。

１１
積算内訳書に関しまして、ご指定の様式をい
ただいておりますが、弊社の任意様式で提出
させていただいてもよろしいでしょうか。

郵便入札における説明及び注意事項４
（１）に記載のとおりです。

６

契約書（料金の支払）第１２条に関しまし
て、「適法な支払請求書を受理した日から３
０日以内に支払わなければならない」と記載
がございますが、適正な請求書とはどのよう
なものでしょうか。

適法（適正）な請求書とは、請求権限のあ
る者が、契約書および関係法令等に基づき
作成した正式な請求書です。

７



１８

契約書第１８条に関しまして、「 業務の履
行に関して発生した損害（第三者に及ぼした
損害を含む。以下この項において 同じ。）
は、乙が負担するものとする。ただし、甲の
責めに帰すべき事由により生じた損害は、甲
が負担する。この場合において、甲が負担す
べき額は、甲乙協議して定める。」との記載
がございます。弊社は、弊社供給条件におい
て、「損害賠償」に関する取り扱いを定めて
おり、弊社落札の際は弊社供給条件及び料金
表による取り扱いとなります。ご了承いただ
けますでしようか。

契約書（案）第１８条のとおりです。

１９

直近３年間のガス使用量の使用実績をご教示
いただけますでしょうか。
※４月検針分（３月検針日翌日から４月検針
日まで
※３月検針分（２月検針日翌日から３月検針
日まで）
① ２０２３年４月検針分～２０２４年３月
検針分
② ２０２４年４月検針分～２０２５年３月
検針分
③ ２０２５年４月検針分～直近ご使用分

過去の使用実績については、負荷設備の変
更等があったため、提示いたしません。

１６

仕様書３．ガスの仕様（４）ガス供給地点に
関しまして、契約書第７条に「仕様書３
（４）内、負荷計測器が無いものについては
本契約の対象外とする」との記載がございま
す。つきましては、今回のガスご契約の対象
メーターは、以下３つの供給地点特定番号を
除いた、計５つのメーターと認識しておりま
すが、この理解で相違ございませんでしょ
か。
①「00212700072246300」
②「00212200072246400」
③「00212400072246406」

そのとおりです。

１７

契約書第２条に関しまして、「契約金額（消
費税及び地方消費税に相当する額を含む）
は、別紙のとおりとする」との記載がござい
ます。こちらの「契約金額」とは、入札書記
載の金額（税抜）に消費税および地方消費税
を加えた税込金額を指す認識でよろしいで
しょうか。弊社で取り扱っております単価は
税抜き表示となっておりますため、弊社が落
札させていただいた場合は、契約書の記載内
容を調整いただく必要がございます。

契約金額の別紙は落札後、落札金額内訳を
基に表記方法を含め契約時に協議のうえ作
成します。なお、別紙案についてはホーム
ページ上に公開しています。
契約書の記載内容については、変更できま
せん。

落札後の契約手続きについて、「通知書」に
よる取り扱いが不可の場合、契約書は電子契
約サービス「クラウドサイン」による契約手
続きを行うことは可能でしょうか。弊社所定
の契約書による取り扱いとさせていただきま
す。　※「電子契約サービス「クラウドサイ
ン」導入のご説明とご利用のお願い」参照く
ださい。

１３ 契約書は本市様式となります。

１４

落札後の契約手続きについて、「クラウドサ
イン」による取り扱いが不可の場合、弊社指
定の契約書様式(紙の様式)にて契約手続きを
行うことは可能でしょうか。

１５
弊社が落札させていただいた場合、落札後の
提出書類として契約申込書を作成いたしま
す。ご提出いただくことは可能でしょうか。

契約書は本市様式となります。

当該契約申込書の内容が不明なため、提出
の可否はお答えしかねますが、ガス供給に
当たって必要な手続がある場合は受注者決
定後に協議することとなります。


